
「第７期大野城市障がい福祉計画」「第３期大野城市障がい児福祉計画」　体系図

基本理念【第３章】

⑴ ⑴福祉施設の入所者の地域生活への移行

障がい者の ①地域移行者数 (３)本市独自事業【第６章】

自己決定の尊重と ②施設入所者数

意思決定の支援 ⑵精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

※活動指標のみ（県が実施主体のため）

⑵ ⑶地域生活支援の充実

障がい種別によらない ①地域生活支援拠点等の整備 ※県内で先進的な事業は太枠

一元的な ⅰ地域生活支援拠点等の整備の有無 ①訪問系サービス ①相談支援 ①市障がい者支援センター運営

障害福祉サービスの実施 ⅱコーディネーターの配置の有無 ⅰ居宅介護 ⅰ障害者相談支援事業 ②障がい者相談員事業

ⅱ重度訪問介護 ⅱ基幹相談支援センター等機能強化事業 ③福祉タクシー助成事業

⑶ ⅲ同行援護 ⅲ自立支援協議会 ④紙おむつ給付事業

地域生活への移行や Ⅴ運用状況の検証及び検討 ⅳ行動援護 ②理解促進研修・啓発事業 ⑤配食サービス事業

就労支援等の課題に対応した ②強度行動障がいを有する障がい者の支援体制の有無 Ⅴ重度障害者等包括支援 ③日常生活用具給付事業 ⑥住宅改造費助成事業

サービスの提供体制の整備 ⑷福祉施設から一般就労への移行等 ②日中活動系サービス ④移動支援事業 ⑦福祉車両購入経費等助成事業

①福祉施設から一般就労への移行者数 ⅰ生活介護 ⑤日中一時支援 ⑧在宅酸素濃縮器使用電気料金助成事業

⑷ ②就労移行支援事業所の実績 ⅱ自立訓練（機能訓練） ⅰ日中一時支援事業 ⑨軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

地域共生社会の ③就労定着支援事業所の実績 ⅲ自立訓練（生活訓練） ⅱ太宰府特別支援学校放課後等支援事業 ⑩緊急まどかコール事業

実現に向けた取組 ⑸障がい児支援の提供体制の整備等 ⅳ就労選択支援 ⑥社会参加支援 ⑪障がい者施設通所費用助成

①児童発達支援センターの設置 Ⅴ就労移行支援 ⅰレクリエーション活動等支援 ⑫難聴者補聴器購入費助成事業

ⅵ就労継続支援（Ａ型） ⅱ芸術文化活動振興

⑸ ⅶ就労継続支援（Ｂ型） ⑦意思疎通支援事業

障がい児の ⅷ就労定着支援 ⅰ手話通訳者設置事業

健やかな育成のための ⅰ協議の場の設置 ⅸ療養介護 ⅱ登録手話通訳者派遣事業

発達支援 ⅱコーディネーターの人数 ⅹ短期入所（福祉型） ⅲ登録要約筆記者派遣事業

⑹相談支援体制の充実・強化等 ⅺ短期入所（医療型） ⑧手話奉仕員養成研修事業

⑹ ①基幹相談支援センターの強化 ③障がい児通所支援 ⑨地域活動支援センター機能強化事業

障がい福祉人材の確保 ⅰ基幹相談支援センターの設置の有無 ⅰ児童発達支援 ⑩訪問入浴サービス

ⅱ地域の相談支援体制の強化 ⅱ放課後等デイサービス ⑪福祉ホーム（運営費補助）

・相談支援事業所に対する専門的な指導・助言件数 ⅲ保育所等訪問支援 ⑫成年後見制度利用支援事業

・相談支援事業所の人材育成の支援件数 ⅳ居宅訪問型児童発達支援

⑺ ・地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 Ⅴ医療型児童発達支援 ⑭自動車運転免許取得・改造助成事業

障がいのある人の ・個別事例の支援内容の検証の実施回数 ④居住系サービス

社会参加を支える取組 ・主任相談支援専門員の配置数 ⅰ自立生活援助

②地域サービス基盤の開発・改善等の取組 ⅱ共同生活援助（ＧＨ）

ⅰ相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 ⅲ施設入所支援

ⅱ参加事業者・機関数 ⑤相談支援

ⅲ協議会の専門部会の設置数・実施回数 ⅰ地域移行支援

⑺障害福祉サービス等の質の向上 ⅱ地域定着支援

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 ⅲ計画相談支援

県が実施する研修への市職員の参加人数 ⅳ障害児相談支援

※略称の正式名称

　児発…児童発達支援

　放デイ…放課後等デイサービス ⑻発達障がい者等に対する支援

　医ケア児…医療的ケア児 ※活動指標のみ

国補助・負担金受けることなく、
本市独自の経費、又は一部県補助
により、任意に実施する事業

全国一律のサービス

活動指標【第４章～第６章】

②障がい児の地域社会への参加・包容を推進する体制の構築

⑬医療的ケア児・者在宅レスパイト支援事業

(１)障害福祉サービス【第４章】 (２)地域生活支援事業【第５章】

※県内で先進的な事業は太枠

国補助を受け、市の地域性
等に応じて実施する事業

審査結果を事業所や関係自治体等と共有する体制の有無

成果目標【第３章】

ⅲ拠点等の機能を担う事業所等の担当者配置の有無

ⅳネットワークによる支援体制・緊急時連絡体制の有無

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有

③主に重症心身障がい児を支援する児発及び放デイの有無

④医ケア児等支援のための協議の場及びコーディネーター


